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令和２年山形村議会第２回臨時会 

 

議 事 日 程 （第１号） 

 

令和２年８月６日（木曜日）午前９時００分開会 

開会宣告 

開議宣告 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

自 令和２年８月６日 

（１日間） 

至 令和２年８月６日 

 

日程第 ３ 村長あいさつ 

日程第 ４ 諸般の報告 

《提案説明、質疑、討論、採決》 

日程第 ５ 議案第３５号 

日程第 ６ 議案第３６号 

日程第 ７ 議案第３７号 

日程第 ８ 閉会中の事務調査の申出について 

閉会宣告 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

出席議員（１２名） 

１番 春 日  仁 君  ２番 大 池 俊 子 君 

３番 上 條 倫 司 君  ５番 百 瀬 昇 一 君 

６番 新 居 禎 三 君  ７番 大 月 民 夫 君 

８番 百 瀬  章 君  ９番 竹 野 入 恒 夫 君 

１０番 小 林 幸 司 君  １１番 小 出 敏 裕 君 

１２番 福 澤 倫 治 君  １３番 三 澤 一 男 君 

欠席議員（なし） 
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため出席した者の職氏名 

村   長 本庄利昭  君  副 村 長 小林かつ代 君 

教 育 長 根橋範男  君  
総務課長兼 

会計管理者 
上條憲治  君 

企 画 振 興 

課 長 
藤沢洋史  君  税 務 課 長 簱町通憲  君 

住 民 課 長 中川俊彦  君  
保 健 福 祉 

課 長 
篠原雅彦  君 

子 育 て 

支 援 課 長 
堤  岳志  君  

産 業 振 興 

課 長 
村田鋭太  君 

建 設 水 道 

課 長 
古畑佐登志 君  

教 育 次 長 

（教育政策課長） 
小林好子  君 

総 務 課 

財 政 係 長 
児玉佳子  君    

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 

事務局職員出席者 

事務局長 宮澤寛徳  君  書  記 上條美季  君 
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

   ◎開会宣告 

○議長（三澤一男君） これより、令和２年第２回山形村議会臨時会を開会いたします。 

  本日の会議に先立ちまして、皆様に申し上げます。新型コロナウイルス感染症の感

染抑制を図るために、今臨時会においても、マスクの着用など、感染防止策へのご理

解とご協力を改めてお願いいたします。 

  報道関係者から取材の申込みがありましたので、これを許可しました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

   ◎開議宣告 

○議長（三澤一男君） それでは、全員が出席で定足数に達しておりますので、直ちに

本会議に入ります。 

（午前 ９時００分） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

   ◎議事日程の報告 

○議長（三澤一男君） 本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

   ◎会議録署名議員の指名 

○議長（三澤一男君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議規則第１２５条の規定により、３番、上條倫司議員、５番、百瀬昇一議員を指

名します。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

   ◎会期の決定 

○議長（三澤一男君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

  去る７月３１日開催の議会運営委員会において、本臨時会の会期を本日１日限りと

することに決定いたしましたが、これにご異議ございませんか。 
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          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（三澤一男君） ご異議ないものと認めます。よって本臨時会の会期は、本日１

日と決定いたしました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

   ◎村長招集あいさつ 

○議長（三澤一男君） 日程第３、村長より招集のあいさつをお願いします。 

  本庄村長。 

          （村長 本庄利昭君 登壇） 

○村長（本庄利昭君） 本日、令和２年第２回臨時会の開催にあたりまして、一言ごあ

いさつを申し上げます。 

長い梅雨も明け、ようやく夏本番となりましたが、今年も日本付近に居座った梅雨

前線が７月始めから各地で記録的な大雨をもたらしました。「令和２年７月豪雨」と名

づけられたこの豪雨により、九州地方を中心に、各地で統計開始以降、最大の雨量を

観測するなど、河川の氾濫や土砂災害など各地で大きな豪雨災害となりました。 

８０人を超える犠牲になられた方々に対し、謹んでご冥福をお祈り申し上げ、被害

に遭われた方々に心よりお見舞いを申し上げます。 

当村では、７月８日、午前８時に、豪雨警戒本部を設置し、村内の河川を中心に危

険箇所のパトロールなどを行いました。幸い当村では大きな被害はございませんでし

たが、今後の農作物などへの影響が心配されるところであります。今後も、温暖化の

影響もあり、豪雨災害のリスクは高まるものと予測されます。 

新型コロナウイルス感染症につきましては、５月２５日に全都道府県で緊急事態宣

言が解除されてから、一旦は落ち着きを見せたかに思われましたが、７月に入ると、

東京都を中心に感染者が急増し、ここ数日は全国で１，０００人を超す新規感染者の

数が連日報道される事態となっております。 

長野県も一昨日、政府が緊急事態宣言の再発令に消極的なことから、県独自の警戒

レベルを３段階から６段階に再編成し、今後さらに感染が進んだ状況を示すレベル

４・５を追加し、政府が緊急事態宣言を出した状態を６とする改正を行いました。ま

た同時に、北信・上田・佐久の３広域圏をレベル２から３へ引き上げ、警戒を呼びか

けております。 

山形村としましても、十分な感染予防を講じつつも、企業・事業者・農家などの経
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営を守るための取組も必要となります。 

本日上程いたします議案につきましては、過日の定例議会、全員協議会において、

コロナ対策事業の概要をご説明申し上げ、また、議員各位からのご意見も参考とさせ

ていただき、１７のコロナ関連事業について議案第３５号から３７号の３件の補正予

算として予算計上をいたしました。 

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げ、開会のあいさつといたします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

   ◎諸般の報告 

○議長（三澤一男君） 日程第４、諸般の報告を行います。 

  説明員の出席要求につきましては、印刷してお手元に配付のとおりですので、ご了

承ください。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

  ◎議案第３５号～議案第３７号 

○議長（三澤一男君） 日程第５、議案第３５号「令和２年度山形村一般会計補正予算

（第４号）」から、日程第７、議案第３７号「令和２年度山形村水道事業会計補正予

算（第１号）」までを、一括して議題とします。 

  村長の提案説明を求めます。 

  本庄村長。 

          （村長 本庄利昭君 登壇） 

○村長（本庄利昭君） 初めに、議案第３５号「令和２年度山形村一般会計補正予算（第

４号）」について提案説明を申し上げます。 

一般会計の補正予算第４号は、歳入歳出に１億8,576万8,000円を追加し、補正後の

予算規模を48億6,214万円とするものであります。 

歳入予算では、新型コロナウイルス感染症対応事業関係の補助金が主な内容となっ

ております。補助金の内容としましては、国庫補助金で新型コロナウイルス感染症対

応地方創生臨時交付金のほか、県支出金の地域支えあいプラスワン消費促進事業補助

金及び新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金を計上いたしました。また、小

学校や保育園の給食費無償化事業を行うことによる給食事業収入などの減額を行って

おります。 
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歳出予算も歳入同様、新型コロナウイルス感染症対応臨時交付金などを活用した事

業が主な内容となっております。地域活性化商品券配布事業や事業者特別支援臨時給

付金事業、水道料の減免に対応する水道事業会計への繰出金などの事業を計画し予算

計上をいたしました。 

次に、議案第３６号「令和２年度山形村清水高原簡易水道特別会計補正予算（第１

号）」の提案説明を申し上げます。 

清水高原簡易水道特別会計補正予算第１号は、新型コロナウイルス感染症支援策と

して水道基本料金の減免事業に対応するため、歳入予算の財源を組み替えるものであ

ります。 

歳入予算の水道料金の66万7,000円を減額し、一般会計繰入金66万7,000円を追加計

上するものであります。 

次に、議案第３７号「令和２年度山形村水道事業会計補正予算（第１号）」の提案説

明を申し上げます。 

水道事業会計補正予算第１号は、新型コロナウイルス感染症支援策として、水道基

本料の減免事業に対応するため必要な補正を行うものであります。 

収益的収入では、給水収益の使用料を1,572万2,000円減額し、営業外収益の一般会

計補助金に1,594万2,000円を計上するものであります。 

収益的支出では、総係費の委託料22万円を計上するものであります。 

以上、議案第３５号から第３７号までの令和２年度の補正予算３件について、提案

説明を申し上げました。 

コロナ禍で苦労される村民の皆さんの暮らしと経済を守るため、きめ細かに対応で

きるよう、事業を計画し、予算計上をしたものでございます。 

ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（三澤一男君） 村長の提案説明が終了しました。 

 ここで、議案審査についてお諮りします。 

 議会運営委員会において、議案第３５号から議案第３７号については、委員会付託

を省略し、議会全員協議会を開催して詳細説明を受けることに決定しましたが、これ

にご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（三澤一男君） ご異議ないものと認めます。 

  よって、議案第３５号から議案第３７号までの３議案は、委員会付託を省略し、議
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会全員協議会において詳細説明を受けることに決定しました。 

  ここで休憩します。休憩。 

（午前 ９時１１分） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

○議長（三澤一男君） 休憩を閉じ、本会議を再開します。 

（午前１０時５０分） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

○議長（三澤一男君） それでは、先ほど議題といたしました議案第３５号から議案第

３７号について、順次、質疑・討論・採決を行います。 

  初めに、日程第５、議案第３５号について質疑を行います。 

質疑のある議員の発言を許します。 

質疑はありませんか。 

（発言する者なし） 

○議長（三澤一男君） 質疑がないようですので、以上で質疑を終結します。 

続いて討論を行います。討論はありますか。 

（発言する者なし） 

○議長（三澤一男君） 討論を終結して、直ちに採決したいと思いますが、ご異議ござ

いませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（三澤一男君） ご異議ないものと認め、採決します。 

本案は、原案のとおり可決することに賛成の議員はご起立願います。 

          （賛成者起立） 

○議長（三澤一男君） 起立全員であります。よって、議案第３５号「令和２年度山形

村一般会計補正予算（第４号）」は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

  次に、日程第６、議案第３６号について質疑を行います。 

質疑のある議員の発言を許します。 

質疑はありませんか。 

（発言する者なし） 

○議長（三澤一男君） 質疑がないようですので、以上で質疑を終結します。 
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お諮りします。本案件は討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご

異議ございませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（三澤一男君） ご異議ないものと認め、採決します。 

本案は、原案のとおり可決することに賛成の議員はご起立願います。 

          （賛成者起立） 

○議長（三澤一男君） 起立全員であります。よって、議案第３６号「令和２年度山形

村清水高原簡易水道特別会計補正予算（第１号）」は原案のとおり可決することに決定

いたしました。 

  次に、日程第７、議案第３７号について質疑を行います。 

質疑のある議員の発言を許します。 

質疑はありませんか。 

（発言する者なし） 

○議長（三澤一男君） 質疑がないようですので、以上で質疑を終結します。 

お諮りします。本案件は討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご

異議ございませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（三澤一男君） ご異議ないものと認め、採決します。 

  本案は、原案のとおり可決することに賛成の議員はご起立願います。 

          （賛成者起立） 

○議長（三澤一男君） 起立全員であります。よって、議案第３７号「令和２年度山形

村水道事業会計補正予算（第１号）」は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

   ◎閉会中の事務調査の申出について 

○議長（三澤一男君） 日程第８「閉会中の事務調査の申出について」を議題とします。 

 各委員長より、山形村議会会議規則第７５条の規定による「閉会中の所管の事務調

査の申出」がお手元に配付のとおり提出されました。 

 お諮りします。閉会中の事務調査事項については、各委員長申出のとおり承認する

ことにしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（三澤一男君） ご異議ないものと認め、各委員長申出のとおり、閉会中もなお

所管の事務調査をすることに決定しました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

   ◎村長あいさつ 

○議長（三澤一男君） 以上で、今臨時会の議事日程はすべて終了いたしました。 

 ここで、村長よりあいさつがあります。 

 本庄村長。 

○村長（本庄利昭君） 閉会にあたり、一言ごあいさつを申し上げます。 

本臨時会は、新型コロナウイルス感染症が再び拡大する中で、政府の緊急事態宣言

が再度発令されることも予測される状況の中での開催でありました。 

政府の緊急事態宣言の発令を待たずに、都道府県が独自で緊急事態宣言を発令し、

外出の自粛や休業要請などを求めるケースも出始めております。 

感染症の拡大とともに今後の国県の動向を注視しながら村民の皆さんの暮らしと経

済を守るため、議員各位をはじめ関係各位の皆様とともに、今後も真剣に取り組んで

まいりたいと思います。 

当臨時会に提案いたしました３件の補正予算につきましては、それぞれご審議の上、

可決を頂き、改めて感謝を申し上げます。 

本臨時会・全員協議会などで皆様から頂いたご意見・ご指摘などにつきましては、

十分精査の上、今後の村政運営の参考にさせていただきます。 

最後に、新型コロナウイルス感染症の、一日も早い終息を心から願い、議員各位に

は、まだまだ暑い日が続きますが、体調管理に十分ご留意の上、村政発展のため、ま

すますのご活躍を祈念申し上げまして、閉会にあたりましてのあいさつとさせていた

だきます。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

◎閉会宣告 

○議長（三澤一男君） 以上で、令和２年第２回山形村議会臨時会を閉会し、散会とい

たします。ご苦労さまでした。 

（午前１０時５６分） 


